
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 文房具・おもちゃ受付期間  

令 和 元 年 ９ 月 １ 日 （日） ～ 10 月 26 日 （土） 
 

◆ 交換方法 
⓵ 新品の文房具・遊ばなくなったおもちゃをみらいえ窓口にもってきてください。 

② 文房具（３つで 1点）・おもちゃ（１つで１点）の数に応じて、スタンプをゲットできます。 

③ 10 月 27日（日）10：00～開催予定のみらフェス「きっずマーケット」で 

スタンプ数と同じおもちゃと交換できます。 （みらフェスのイベントに参加して 

ポイントを集めることもできます。） 

④ みらフェス当日はおもちゃの持ち込みはできません。おもちゃがなくなり次第 

  きっずマーケットは終了させていただきます。ご了承ください。 

 

◆ 交換するおもちゃのルール 

① こどもさんが交換してもいい
．．．．．

と思ったおもちゃに限ります。 

② こどもさんまたは、保護者がみらいえに持ってくることができるおもちゃ。 

③ 持ってくるおもちゃは一人 10点まで。 

④ 一度出されたものは、返還できません。 

 

○ 交換できるもの 

・ 文房具（新品に限る） 

    ※ 文房具は３つで１点とする。 

 ⇒鉛筆、ペン、消しゴム、定規、ノートなど 

・ おもちゃ ・ 絵本 

・ ミニカー ・ 積み木、ブロック（セット） 

 

× 交換できないもの 

・ ぬいぐるみ  

・ ゲーム類（テレビゲーム、カードゲーム、 

盤上ゲーム） 

・ 乗り物玩具（木馬など） 

・ 破損や汚れがあるおもちゃ 

【問合せ】茜が丘複合施設「Miraie」総合案内 

ＴＥＬ ０７９５－２５－２８００  

ＦＡＸ ０７９５－２５－２２２０ 

ＭＡＩＬ miraie@city.nishiwaki.lg.jp 

お願い ・品物によっては、ご遠慮いただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

 Miraie きっずマーケット 

新品のまま使わないで眠ってる文房具はありませんか？ 

大事にしていたけれど、遊ばなくなったおもちゃはありませんか？ 

 同じ思いを持つ友だちのおもちゃと交換して笑顔の輪を広げよう！ 

 


